
令和 3年 2月号14

 申告が必要な方 
●市・県民税（市役所受付）
　申告が必要と思われる方には、あらかじめ税務課か
ら「市・県民税の申告書」を郵送します。申告書が届
かない方でも、今年１月１日現在、市内に住所があり、
次に当てはまる方は申告が必要です。

令和 2年中に
　 ・「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方
　 ・給与所得者で「給与支払報告書」を市役所に提出し
　　ていない方
 　・給与所得者や公的年金所得者で、給与や年金以外に、
　　「営業」「農業」「不動産」などの所得があった方

【市・県民税】地区別申告受付日程表

　

　市・県民税、所得税の申告時期が近づいてきました。
　市税務課では左記の日程で申告を受け付けます。
　申告期間中、各会場では大変混雑が予想されますので、
申告に必要な帳簿・書類などは事前によく整理し、日程
表にあわせて申告してください。 

【留意事項】
　下記のことについて、あらかじめご了承ください。
 ・申告相談の結果、氏家税務署での申告が必要となる
　場合があります。
 ・午前中の受付状況によっては、午後の受付になる場
　合があります。
 ・医療費の集計、事業所得の収支計算がお済みでない
　場合、申告手続きが受付順と前後したり、受付でき
　ない場合があります。
 ・申告相談の内容により、受付順が前後する場合があ
　ります。
 ・新型コロナウイルス感染症の感染状況により、申告
　相談の日程や会場が変更になる可能性があります。

問い合わせ／
　●所得税の申告に関すること
　　〒 329-1393　さくら市氏家 2431-1
　　氏家税務署　☎０２８（６８２）３３１１
　●市・県民税の申告
　　税務課　☎（４３）１１１５

午前の部
（8：30～11：00）

午後の部
（13：00～15：30） 場所

2/16（火） 泉・田野原 上太田・東泉

泉公民館
　17（水） 長井 平野

　18（木） 立足・下伊佐野山田 上伊佐野

　19（金） 下太田・土屋
　22（月） 石関 大槻

片岡公民館
　24（水） 乙畑・玉田 乙畑・山苗代
　25（木） 片岡
　26（金） 安沢 越畑
 3/1（月） 扇町一丁目 鹿島町

生涯学習館
2階  研修室

　  2（火） 扇町二丁目
　  3（水） 上町
　  4（木） 本町 矢板・富田
　  5（金） 末広町
　  8（月） 東町
　  9（火） 木幡

　10（水） 幸岡・倉掛
片俣・塩田

川崎反町・境林
館ノ川・高塩

　11（木） 荒井・針生
　12（金） 中
　15（月） 沢・豊田 成田

　

【新型コロナウイルス感染症対策について】
　感染拡大防止のため、ご協力お願いします。 
 ・会場内の密を避けるため、昨年までの会場の市本庁
　舎は生涯学習館に変更となりますので、ご注意くだ
　さい。
 ・会場内ではマスクの着用をお願いします。
 ・会場内の換気を行いますので、温かい服装でご来場
　ください。
 ・発熱や風邪の症状がある方はご遠慮願います。

●市庁舎案内図

　　令和 3年 2月号 15※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

 準備のポイント 
●「自書申告」で提出を
　申告書はできるだけご自分で作成してください。昨
年の申告控えなどを参考に、ご自分で申告書を作成す
れば、税務署などで申告する時間が短縮できます。

●領収書などの確認
 　・集計
　医療費などの領収書は、人ごとに、病院（薬局）、月
別にまとめ、支払額を集計しておきましょう。その際、
社会保険や生命保険などで戻ってきた金額も明確に
しておきましょう。
　医療費の控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」
を税務署に提出することになりますので、必ず事前の
作成をお願いします。

　 ・日付のチェック
　申告に使う領収書をまとめたら、もう1度日付の
チェックをしましょう。令和 2年分の申告なら令和 2
年の日付のものに限ります。

●白色事業所得者は収支金額を明確に
　すべての事業所得者（農業・営業・不動産）について、
記帳・帳簿の保存が義務化されています。収入、支出
の分かる明細・領収書などを整理し、必ず事前に収支
の内訳を計算しておいてください。
　また、農業の方は次の項目も明確に分かるようにし
ておいてください。

　 ・田畑の作付面積
　 ・田畑を貸した内容（面積、小作料相手方など）
●障害者控除
　障害者手帳または、高齢対策課で発行する「控除認
定書」をお持ちください。

 申告に必要なもの 
●本人確認書類
　マイナンバー（個人番号）カードの提示、または写し
の添付が必要です。（※マイナンバーカードをお持ちで
ない方は、通知カード＋運転免許証などの本人確認書類）

※平成 28 年分以降の所得税、および復興特別所得税や
　贈与税の申告書を提出する際には、マイナンバーの記
　載が必要です。
●申告書

●「確定申告のお知らせ」はがき
※昨年確定申告をされた方には、税務署から 1月下旬に
　送付されています。

●印鑑（認め印可）
●振込口座番号
※本人名義の口座番号の控えをお持ちになるか、通帳を
　お持ちください。

　このほか、次のものが必要です。
【給与所得者】
●源泉徴収票、または事業主からの支払い証明書
【営業など事業所得者】
●収支内訳書、収支の分かる帳簿と領収書
【その他の所得者】
●収支を明確にする書類
【医療費、社会保険料などの控除を受ける方】
●明細書、または領収書

申告用紙について
　所得税の申告用紙と収支内訳書は、税務署・市税務課にありま
す。申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけ
の方は確定申告書Ａを、それ以外の所得がある方は確定申告書Ｂ
の用紙を使用してください。

●所得税（原則、氏家税務署受付）
　氏家税務署から申告書、またはお知らせのはがきな
どが届かない方でも、次の①～③に当てはまり、さら
に★に当てはまる方は申告が必要です。
①給与所得者で次の場合
　令和 2年中に
 ・給与所得以外の所得が 20 万円を超える方
 ・2カ所以上の事業所から給与を受けている方
 ・給与の収入金額が 2,000 万円を超える方
 ・年の途中で退職し、その後就職しなかった方や、1年
の内に何度か職を変え、年末調整が済んでいない方

②公的年金受給者で、年金収入が 400 万円を超える方、
　公的年金所得以外の所得が 20 万円を超える方

③そのほかの所得者で、次の場合
 ・事業所得（農業、商業、工業など）がある方
 ・不動産所得（地代、家賃など）がある方
 ・譲渡所得（土地、家屋の売却など）がある方

★次の計算式をもとに算出した税額が、配当控除額など
　を超える方

令和 2年分の
所得金額の合計

所得控除の合計
（基礎控除、配偶者 
   控除、扶養控除など）

出した金額を基に
算出した税額＞配
当控除などの場合

※所得税の確定申告場所は、原則、氏家税務署と
なりますが、①、②のような簡易なものは市役
所でも申告できます。詳しくはお問い合わせく
ださい 。

ー　　　　　　　　　⇨



令和 3年 2月号16

　水道および下水道事業は、使用者の皆さまから納めて
いただいた使用料などで運営しています。
　水道料金は平成 7年度以降 26 年間、下水道使用料は
平成 19 年度以降 14 年間、人件費削減や各種企業努力
を行い現行料金を維持してまいりましたが、人口減少や
節水機器の普及などにより料金収入は減少しています。
　一方で、施設の更新や耐震化対策、更には老朽化に伴
う維持管理費用が増加し、多額の費用が必要となります。
　このままでは資金不足となり、安心・安全な水道水の
供給や排水処理ができなくなる恐れがありますことから
から、改定させていただくことになりました。
　今後もより一層の経費削減などの経営努力をしてまい
りますので、ご理解いただきますようよろしくお願いい
たします。

水道管の漏水工事 腐食が進んだ下水道管

【改定後の料金等適用時期】
①令和3年3月31日以前から継続して使用している方
 ・偶数月検針の方　令和 3年 6月検針分から
 ・奇数月検針の方　令和 3年 7月検針分から
②令和 3年 4月 1日以降に使用を開始した方
 ・使用開始後最初の検針分から

改定料金
基本料金（1月につき） 従量料金
水量 料金 （1㎥につき）
5㎥ 1,540 円 5㎥を超える分

1㎥につき 165 円5㎥ 2,420 円
4,950 円

1㎥につき 165 円

7,287.5 円
13,062.5円
20,350 円
45,512.5 円
81,675 円
128,012.5 円
184,250 円

　改訂後の水道料金（税込）

メーター
の口径

現行料金
基本料金（1月につき） 従量料金
水量 料金 （1㎥につき）

13㎜ 10㎥ 1,540 円 10㎥を超える分
1㎥につき 165 円20㎜ 10㎥ 2,420円

25㎜ 3,960 円

1㎥につき 165 円

30㎜ 5,830 円
40㎜ 10,450円
50㎜ 16,280 円
75㎜ 36,410 円
100㎜ 65,340 円
125㎜ 102,410 円
150㎜ 147,400 円

　改訂後の下水道使用料（税込）

使用区分
現行使用料

汚水量 金額
基本使用料
（1月につき） 10㎥まで 1,320 円

超過使用料
1㎥につき

10㎥を超え 20㎥まで 143 円
20㎥を超え 30㎥まで 154 円
30㎥を超え 50㎥まで 165 円
50㎥を超え100㎥まで 187 円
100㎥を超えるもの 198 円

改定料金
汚水量 金額

5㎥まで 880 円

5㎥を超え 10㎥まで 154 円
10㎥を超え 20㎥まで 165 円
20㎥を超え 30㎥まで 176 円
30㎥を超え 50㎥まで 187 円
50㎥を超え100㎥まで 209 円
100㎥を超えるもの 220 円

　令和 3年 2月号 17

　現在、2カ月に 1度検針員が各契約家庭を訪問し、「上下水道使用量のお知らせ」をポスティングしております。
　ご使用になっている水道メーターの使用口径や合計使用量をご確認ください。

問い合わせ／
　水道課　　☎（４４）１５１１
　下水道課　☎（４３）６２１４

水道課HP 下水道課HP

　「上下水道使用量のお知らせ」の見方と計算方法（例）

　令和３年４月１日から現在納付書で
お支払いの方は、電子マネーでも納付
することができるようになります。詳
しくは、ホームページをご覧ください。

料金の納付方法が増えます！

令
和
3
年
4
月
以
降
に
料
金
改
定
後
の
計
算
は
ど
う
な
る
？

● 2カ月の汚水量（合計使用量）が 51㎥の場合
※ 1カ月あたりの使用量は、25.5㎥の場合

【現行料金】
　0～ 10㎥まで　　　　　 基本料金内 ＝ 1,320 円①　
10㎥を超え～20㎥まで      10 × 143 円 ＝ 1,430 円②
20㎥を超え～25.5㎥まで   5.5 × 154 円 ＝   847 円③    
　（①＋②＋③）× 2カ月 ＝ 7,190 円
　　　　　　　　　　　　　（10 円未満切り捨て）

【改定料金】
0～ 10㎥まで　　　　　    基本料金内＝    880 円①　
5㎥を超え～10㎥まで          5 × 154 円＝    770 円②
10㎥を超え～20㎥まで     10 × 165 円＝1,650 円③    
20㎥を超え～25.5㎥まで 5.5 × 176 円 ＝ 968 円④
   （①＋②＋③＋④）× 2カ月＝ 8,530 円
　　　　　　　　　　　　　        （10円未満切り捨て）

下水道使用料計算方法水道料金計算方法
●口径 20㎜で 2カ月の合計使用量が 51㎥の場合

【現行料金】
　0～ 20㎥の 20㎥（10㎥× 2カ月）分（基本料金内）

2,420 円× 2カ月分＝ 4,840 円①
　21 ～ 51㎥の 31㎥分    （従量料金）
　　　　　　　 31㎥× 165 円＝ 5,115 円②
    ①＋②＝ 9,950 円（10 円未満切り捨て）

【改定料金】
　0～ 10㎥の 10㎥ （5㎥× 2カ月）分（基本料金内）

2,420 円× 2カ月分＝ 4,840 円①
　11 ～ 51㎥の 41㎥分    （従量料金）

　     41㎥× 165 円＝ 6,765 円②
    ①＋②＝ 11,600 円（10円未満切り捨て）

※一般家庭（13㎜・20㎜口径）につきましては、
　2カ月最大で 1,650 円 ( 税込 ) の増額です。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。



令和 3年 2月号18

軽自動車税（種別割）は、毎年4月1日に登録されている
車両に課税されます。使えなくなったり、譲ったりして車両は
ないのに、廃車や名義変更などの手続きを忘れていませんか？

　3月 31 日（水）までに手続きをしないと、令和 3年
度軽自動車税（種別割）が課税になりますので、忘れず、
お早めに手続きしてください。

車の種類 問い合わせ
原動機付自転車

（125㏄以下のバイクなど ) 市税務課　☎（４３）１１１５
※廃車手続きには、所有者の印鑑とナンバープレートが必要です。
　ナンバープレートを紛失した場合は、弁償代として 200 円かかります。小型特殊自動車

（コンバイン、トラクターなど）
二輪の軽自動車・小型自動車
（125㏄を超えるバイクなど）

関東運輸局栃木運輸支局　☎０５０（５５４０）２０１９　※アナウンスが流れます。
宇都宮市八千代 1-14-8

四輪の軽自動車 軽自動車検査協会栃木事務所　☎０５０（３８１６）３１０７
宇都宮市西川田本町 1-2-37

　電気、ガスなどの公共料金と同じようにあらかじめ指
定した金融機関の預金口座から、振替日に自動的に納税

することができます。納め忘れの防止にもなり、とても
便利です。

振替納税・口座振替可能な税金 問い合わせ

国税 ○申告所得税及び復興特別所得税
○個人事業者の消費税及び地方消費税 氏家税務署　　　☎０２８（６８２）３３１１

県税 ○自動車税　○個人事業税 矢板県税事務所　☎（４３）２１７１

市税など ○市県民税　○固定資産税　○軽自動車税（種別割）
○国民健康保険税　○介護保険料　○後期高齢者医療保険料                 市税務課　　　　☎（４３）１１１５

　医療機関などで処方される薬には、「新薬（先発医薬
品）」と「ジェネリック医薬品（後発医薬品）」があります。
　ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に他
の医薬品メーカーが出している薬のことで、新薬と同じ
有効成分で効能・効果の等しいものが厚生労働大臣から
承認されおり、一般的に新薬と比べて安価なため自己負
担を少なくすることができ、医療費を節約できます。
　矢板市のジェネリック医薬品の利用率は、令和 2年
10 月の数量ベースで 82.1％と県平均の 84.1％を下回っ
ており、金額ベースでは、51.4％となっています。
　ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤
師にご相談ください。
問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８　　　　
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小さな水まわりのトラブルから小さな水まわりのトラブルから
大きなリフォームまでお任せください！大きなリフォームまでお任せください！

お家のことなら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください！お家のことなら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください！

●●蛇口の交換蛇口の交換　　　　　　●流し、排水のつまり●流し、排水のつまり
●シャワーベットの交換●シャワーベットの交換 ●換気扇交換●換気扇交換
●雨漏り修理　●雨漏り修理　　　　　　●各種リフォーム　など●各種リフォーム　など
見積り、ご相談は無料 !! お気軽にお問い合わせください。見積り、ご相談は無料 !! お気軽にお問い合わせください。

　　令和 3年 2月号 19※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

年会費（保険料のみ） 会員特典ほか

チャレンジ
やいた

スクール会員

【　中学生以下　】    800 円
【 高校生～ 64 歳 】1,850 円
【　 65 歳以上 　】1,200 円

 ・№ 2～ 23 の教室を、参加費から保険料を差し引いた価格で受講できる
　ため、複数受講する方におすすめです。

№ 2 ～ 23の中で複数入りたい！ ⇨現金を添えて、生涯学習課で
チャレンジやいた スクール会員に申し込み

年会費（保険料込み） 会員特典ほか

チャレンジ
やいた
正会員

【　中学生以下　】1,800 円
1,000円（年会費）+ 800円（保険料）

【 高校生～ 64歳 】3,350 円
1,500円（年会費）+1,850円（保険料）

【　 65 歳以上 　】2,700 円
1,500円（年会費）+1,200円（保険料）

 ・№ 2～ 23 の教室を、参加費から保険料を差し引いた価格で受講できる
　ため、複数受講する方におすすめです。 
 ・№ 24 ～ 31 の教室をいくつでも受講できます。 
 ・チャレンジやいたが開催する各種イベントに会員価格で参加できます。 
 ・クラブ発行の会報誌やイベント情報をお届けします。 
 ・やりたい種目、イベント、あなたの意見がクラブ活動に反映されます。

№ 24～ 31の教室に入りたい！（いくつの場合でも）⇨現金を添えて、生涯学習課で
チャレンジやいた 正会員に申し込み

　スポーツ教室の新規受講者を募集します。初歩的な内
容ですので、お気軽にお申し込みください。
対象／市内に在住・在勤・在学しており、初めて申し込む方
※継続者は各教室・クラブにお問い合わせください。
募集期間／ 2月1日（月）～3月1日（月）　※祝日を除く
　　　　　火～金　8：30 ～ 19：00
　　　　　土～月　8：30 ～ 17：00
申込方法／希望する教室名の前にある番号をご確認の上、
下記の方法でお申し込みください。

そのほか／
 ・参加費、年会費は、教室により異なります。
 ・定員を超えた場合は、抽選などで受講者を決定します。
 ・申込後の手続きは、後日連絡します。
 ・教室が休講または会場が変更になる場合があります。
申込・問い合わせ／
　生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

№ 2 ～ 23の内、1つだけ入りたい！
№ 32～ 49、№ 50 ～ 57の教室に入りたい！（いくつの場合でも） ⇨ 往復はがきで申し込み

※後日（3月末～ 4月上旬）、返信用ハガキなどで初回・説明会などの日程連絡があります。

矢板市矢板 106-2
矢板市生涯学習館内

生涯学習課
スポーツ推進班  宛て

〒 329 - 2165

空　欄

①希望教室名・№
②氏名（ふりがな）
③性別
④生年月日
⑤年齢
⑥住所
⑦電話番号
⑧勤務先または学校名・学年
⑨保護者名（高校生以下の場合）
※年齢・学年は令和 3年 4月 1日
　時点のものを記入してください。

〒□□□-□□□□

　申込者の
　
　　　郵便番号
　　　住　所
　　　氏　名

（往信おもて） （返信うら） （返信おもて） （往信うら）

★№ 32～49は、たかはら那須スポーツクラブの年会費がかかります。
★№ 50～57は、矢板セントラルスポーツクラブの年会費がかかります。
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矢板市教育委員会主催　スポーツ推進委員指導 【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 備考

1 健康ひろば
（ニュースポーツを楽しむ） 小学生～一般 水

（6月～10月）19：30～ 21：00 市体育館ほか 20 人 100円/回
（保険料含む）

事前申込不要。
直接会場にお越しください。

矢板市スポーツ協会・レクリエーション協会加盟団体主催 【問い合わせ】生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 内保険料
2 ゲートボール 一般 第2・4 月・木  9：00～11：30 御前原ゲートボール場 10 人 1,500円/年 350 円

3 グラウンド・ゴルフ 一般 第 2・4 水 8：00～12：00 運動公園多目的グラウンド 120人 新規2,000円/年
継続1,500円/年 500 円

4 フォークダンス 一般 水 9：00～12：00 生涯学習館体育室 10 人 1,200円/月

【中学生以下】
800円

【高校生～64歳】　
1,850 円

【65 歳以上】
1,200 円

5 バドミントン 小学生～一般（50歳まで） 月 19：00～ 21：00
矢板小体育館

30 人 3,000円/年
6 ミニバスケットボール 小 4～小 6 水 19：00～ 21：00 30 人 3,800円/年
7 中学生バスケットボール 中学生 金 19：00～ 21：00 矢板中体育館 30 人 3,800円/年

8 柔道 幼児～一般 月・水・土 月水19：00～ 21：00
土 18：00～20：00 市武道館 10 人 12,000円/年

9 空手道（国際剛柔公道会）幼児年長～シニア 木（4～9月）19：30～ 20：30 市武道館 25 人 1,000円/月＋保険料
10 空手道（誠道塾） 小学生～一般 火・金 18：00～19：30 市武道館 10 人 2,000円/月

11 剣道 幼児年長～小学生
日 18：00～19：30

市武道館 50 人 12,000円/年
水 19：00～ 20：30

12 居合道 中学生～一般 土 14：00～17：00 市武道館 5人 6,850円/年
13 体操 小学生～中学生 木 19：00～ 21：00 矢板小体育館 50 人 7,000円/年

14 卓球 中学生～一般
日 9：00～12：00

市体育館

20 人 中学生1,000円/年
高校生以上2,500円/年木 19：00～ 21：30

15 ラージボール卓球（一般） 一般 月・水 13：00～16：00 40 人 64歳以下4,450円/年
65歳以上3,800円/年

16 ラージボール卓球（夜間） 一般 土 19：30～ 21：30 35 人 4,000円/年
17 ソフトテニス 小 4～中学生 土 19：00～ 21：00 運動公園テニスコート 60 人 5,000円/年
18 陸上 小 2～小 6 水 18：00～19：30 東小校庭 40 人 2,000円/年

19 軟式野球
初級：幼児年中～小３

月（4～11月）
18：00～19：00

運動公園多目的グラウンド 30 人 800円/年
上級：小４～小６ 18：30～ 20：00

20 相撲 小学生～中学生 火・土 18：30～ 20：00 矢板高校相撲場 20 人 800円/年
21 バレーボールⅠ 小 3～小 6 第1・2・3 土 18：00～19：30

片岡中体育館
20 人 4,000円/年

22 バレーボールⅡ 中学生（女子） 第1・2・3 土 18：00～ 20：00 20 人 4,000円/年
23 ソフトバレーボール 高校生～一般 第1・2・3 土 19：30～ 21：00 20 人 6,000円/年

総合型地域スポーツクラブ「チャレンジやいた」主催 【問い合わせ】チャレンジやいた事務局（生涯学習課内）
☎（４３）６２１８

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 保険料
24 元気クラブ（リズム体操） 一般 月 10：00～11：00

市体育館
60人 300円/回 年会費に

   含まれます。

チャレンジやいた
イメージキャラクター
ククコ

25 エアロビクス 一般 火 10：00～11：00 60人 300円/回
26 ヨガ 一般 第 2・4 水 19：30～ 20：30 農村環境改善センター 15 人 1,100円/回
27 和太鼓Ⅰ（初心者） 小学生～一般 土 13：00～15：00

泉小体育館ほか
20 人 高校生以下1,000円/月

一般2,000円/月28 和太鼓Ⅱ（経験者） 小学生～一般 土 15：00～17：00 5 人
29 フラダンス 一般 第 2 ・4 木 10：00～11：30 片岡公民館 20 人 1,000円/回
30 スポーツクライミング※1 幼児年中～一般 日 12：00～17：00 T-Rox ボルダリングジム 10 人 500円/時間
31 ヒップホップダンス※2 小学生～一般 木 19：45～ 20：45 生涯学習館体育室 30 人 1,000円/回
※ 1  壁に設置された石型に手足を掛け、登るスポーツです。　※ 2  最小催行人数 10 人

　令和 3年 2月号 21

総合型地域スポーツクラブ
「NPO法人たかはら那須スポーツクラブ」主催

【問い合わせ】たかはら那須スポーツクラブ事務局（矢板市末広町49-2）
☎（４３）３１８９　FAX（４７）６１３５　 info@t-nasu.com

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 入会金および年会費
32 サッカー（エンジョイU-12） 小 3～小 6 水・金 18：30～ 20：00

とちぎフットボールセンター

20 人 5,500円/月

入会金
3,000 円

年会費
　3,000 円～
8,000 円

保険料は
年会費に

   含まれます。

33 サッカー（エンジョイU-8） 小 1～小 2 水・金 16：45～18：00 10 人 4,500円/月

34 サッカー（エンジョイU-6） 幼児年中・年長 水・金 17：00～18：00 20 人 2,000円/月

35 ピース（障がい者サッカー） 小学生～・療養手帳 土もしくは日（月2回） 9：30～11：30 ヴェルフェフィールドほか 30 人 2,500円/月

36 太極拳 一般 火 14：00～15：30 とちぎフットボールセンターほか 10 人 2,500円/月

37 体幹トレーニング
（ジュニア）

①小 1～小 3
②小 4～小 6 月 ①17：30～18：30

②19：00～ 20：00

とちぎフットボールセンター
クラブハウス

各10人 2,000円/月

38 ソフトボクシング 中学生～一般 土（月3回） 18：30～ 20：00 10 人 2,000円/月

39 健康体操 一般 第 2・4月 10：00～11：00 10 人 2,000円/月

40 ユニカール 中学生～一般 火（月3回） 19：00～ 21：00 10 人 500円/回

41 KOBAトレヨガ 一般 火 19：00～ 20：00 10 人 2,500円/月

42 体幹トレーニング 一般 水 ①10：00～11：00
②11：10～12：10 各10人 3,000円/月

43 体幹トレーニング 一般 水 17：00～18：00 10 人 2,500円/月

44 マットトレーニング 一般 第 2・4水 12：20～13：20 10 人 2,300円/月

45 ヨガ入門 一般 水 19：00～ 20：00 10 人 2,500円/月

46 かんたん有酸素運動 一般 金 19：00～ 20：00 10 人 2,500円/月

47 チアダンス 小学生 木 18：00～19：00 13 人 5,000円/月

48 バドミントン 小 4～一般 日 16：00～18：00 農業者トレーニングセンター 15 人 1,500円/月

49 ラージボール卓球 一般 月・木 月 9：00～12：00
木13：00～16：00 生涯学習館体育室 15 人 1,000円/月

総合型地域スポーツクラブ
「一般社団法人矢板セントラルスポーツクラブ」主催

【問い合わせ】矢板セントラルスポーツクラブ事務局（矢板市扇町２丁目１６１５－１）
☎（４７）５６１２　FAX（４７）５６４０

№ 教室名 対象 日時 場所 定員 参加費 入会金および年会費

50 サッカー 中学生 火・木  18：30～ 20：30 矢板中央高校
東泉グラウンド

1学年
30人 10,000円/月

入会金
5,000 円

年会費
5,000 円

保険料は
年会費に

　含まれます。

51 体操教室　
（幼児クラス） 年中・年長 水・土

水 16:00 ～ 16:50
土① 10:00 ～ 10:50
　② 11:00 ～ 11:50

キッズジムやいた

各6人 5,500円/月

52 体操教室　
（小学生クラス） 小学生 水・木・土

水 17:00 ～ 18:00
木 17:00 ～ 18:00
土 12:00 ～ 13:00

各 8人 6,500円/月

53 体操教室　
（チャレンジクラス） 小学生 木・土 木 18:15 ～ 19:15

土 14:30 ～ 15:30 4 人 8,500円/月

54 バスケットボール
（キッズコース） 年中～小２

  月（月４回）

18：30～ 20：00

矢板中央高校体育館

15 人 4,000円/年

55 バスケットボール
（アドバンスコース ) 小３～小６（男子）

19：00～ 20：30
15 人 4,000円/年

56 バスケットボール
（アドバンスコース ) 小３～中学生（女子） 15 人 小学生以下4,000円/月

中学生5,000円/月

57 フットサル 小４～中学生 水・金 19：30～ 21：00  水  矢板中央高校体育館 金  青木サッカー場体育館 15 人 小学生以下3,000円/月
中学生4,000円/月

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

申込開始日／ 2 月 1 日（月）
対象／事業所・企業（市内外問わず）
掲載料／１枠につき月額 15,000 円
規格／ 1 枠の規格は以下のとおり
 ・画素…高さ（縦）50ピクセル×幅（横）180ピクセル
 ・容量…10キロバイト以内（JPEGまたはGIF ファイル）
 ・掲載数…トップページ下段に横 5枠表示
掲載期間／ 4 月～令和 4年 3月の内、希望する月

掲載できない広告／
 ・政治活動、選挙活動、宗教活動、個人の宣伝に係るもの
 ・公序良俗に反する、または反するおそれのあるもの
 ・風俗営業、消費者金融、商品先物取引　など
申込方法／お問い合わせいただくか、市ホーム
ページをご確認ください。

申込・問い合わせ／
　秘書広報課　☎（４３）３７６４ 詳しくはこちら
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　3月 1日（月）～ 7日（日）は、春季火災予防運動期
間です。火の元には十分注意してください。また、期間
中は、消防車両による警戒巡回を行います。併せてご協
力をお願いします。
問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４
　矢板消防署　　　　　　　　　☎（４４）２５１１

●住宅火災いのちを守る 7つのポイント
①寝たばこをしない
②ストーブの近くに燃えやすい物を置かない
③ガスコンロから離れる時は必ず火を消す
④住宅用火災報知機を設置する
⑤寝具やカーテンは防炎品を使う
⑥住宅用消火器などを設置する
⑦隣近所の協力体制をつくる
※住宅用火災報知器は、こまめに点検しましょう。
　機器本体の交換目安は 10 年です。

職種 介護認定調査員 看護師 管理栄養士または栄養士

募集人数 1 人 若干名 1人

賃金 月額 176,454 円 1 回につき 3,500 円（半日） 1回につき 6,000 円（半日）

任用期間 4 月 1 日～令和 4年 3月 31 日
（更新有）

4月 1日～令和 4年 3月 31 日
（更新有）

4月 1日～令和 4年 3月 31 日
（更新有）

勤務時間 18日／月　
8：30 ～ 17：00

別途指示する日の 8：30 ～ 17：15
のうち指定する時間

乳幼児健康診査（午後）または
乳幼児健康相談（午前または午後）
1回あたり 3～ 4時間程度
1月あたり 4～ 5回程度

勤務場所 高齢対策課 市保健福祉センターおよび自治公民館など 市保健福祉センター

仕事内容

●介護保険の要介護認定等に係る訪問調
　査およびこれに付随する事務（介護認
　定申請者宅または入所施設等での、本
　人、家族、施設職員等への面接による
　調査および調査票の作成）
●その他介護保険に関する業務

●介護予防教室および認知機能簡易検査
　に係る看護師業務（教室運営補助、健
　康相談、検査結果説明など）

●乳幼児への栄養相談など

応募資格

●介護支援専門員、社会福祉士、介護福
　祉士、保健師、看護師、准看護師、介
　護職員初任者研修修了者（旧ホームヘ
　ルパー 2級以上）または社会福祉主事
　任用資格のいずれかの資格を有する方
●上記資格の他に介護、医療関係の実務
　経験のある方
●普通自動車運転免許所持
●パソコン（エクセル・ワード）の基本
　操作ができる方

●看護師または准看護師免許所持 ●管理栄養士または栄養士の資格を
　有する方

その他
●社会保険：あり 
●年次休暇：あり
●夏季休暇：あり
●諸手当：あり

●諸手当：あり ●諸手当：あり

募集期限 2 月 24 日（水） 2月 19 日（金）

応募方法 市販の履歴書とハローワーク矢板が発行
した紹介状を直接、または郵送で提出 市販の履歴書を直接、または郵送で提出

選考方法 書類選考、面接（日時、場所は後日連絡）

応募 
問い合わせ

〒 329-2192
矢板市本町 5-4
高齢対策課

☎（４３）３８９６

〒 329-2192
矢板市本町 5-4
子ども課

☎（４４）３６００

　　令和 3年 2月号 23※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

交通安全指導員 一般事務 道路等維持補修作業員 農村環境改善センター臨時職員

3 人 1 人 1人 1人

月額 42,300 円 時給 911 円 時給 1,003 円 時給 910 円
4月 1日～令和 4年 3月 31 日

（更新有）
4月 1日～令和 4年 3月 31 日

（更新有）
4月 1日～令和 4年 3月 31 日

（更新有） 4月 1日～令和 4年 3月 31 日

登校のある日
7：30 ～ 8：15

月～金曜日
8：30 ～ 17：15 のうち

7時間 30 分
月～金曜日

8：30 ～ 17：00
週 30 時間以内、週 4日程度勤務

（シフト制）
8：30 ～ 21：00　

市内の交差点など 市民課 市内の現場 農村環境改善センター

  ●児童・生徒登校時の安全な誘導
  ●交通安全の推進
  ●交通の指導

●各種証明書の申請受付および
　交付業務
●マイナンバーカード関連業務補助

●道路・河川の維持・補修
   （草刈り、清掃、舗装補修等）

●館内外清掃・受付業務・
　植木剪定・草刈等

  ●市内在住
  ●交通安全に熱意があり指導力の
　  ある 70 歳未満の方

●パソコン（エクセル・ワード）
　の基本操作ができる方

●準中型自動車運転免許所持
●健康な方 ●普通自動車運転免許所持

  ●制服貸与：あり
  ●携帯品貸与：あり
  ●諸手当：あり

●社会保険：あり 
●年次休暇：あり
●夏季休暇：あり
●諸手当：あり

●社会保険：あり 
●年次休暇：あり
●夏季休暇：あり
●諸手当：あり

●労働保険：あり 
●年次休暇：あり
●夏季休暇：あり 
●諸手当：なし

2月 19 日（金） 2月 22 日（月） 2月 22 日（月） 2月 22 日（月）

市販の履歴書を直接提出 市販の履歴書を直接、または郵送で提出

書類選考、面接（日時、場所は後日連絡）
〒 329-2192
矢板市本町 5-4

くらし安全環境課危機対策班
☎（４３）１１１４

〒 329-2192
矢板市本町 5-4
市民課

☎（４３）１１１７

〒 329-2192
矢板市本町 5-4
建設課

☎（４３）６２１２

〒 329-2161
矢板市扇町二丁目 4-19

施設管理公社
☎（４３）４６２０

　火災、地震、風水害に立ち向かい、市民の生命・財産
を守るため日夜活動する消防団員になってみませんか。
　安心・安全なまちづくりに協力いただける、ボランティ
ア精神あふれる 18 歳以上の方をお待ちしています。
申込・問い合わせ／
　くらし安全環境課危機対策班　☎（４３）１１１４

　消防団員は、活動服などが貸与され、火災時の消
火活動や災害時の救助活動などに従事する非常勤特
別職の地方公務員です。女性団員も活動しています。

　令和 2年 12 月 25 日に県内一般タクシーの料金改定
があり、普通車の初乗料金が 500 円となりました。こ
れに伴い、重度の障がい者、高齢者の方を対象に 1枚
につき基本料金（初乗料金）分を助成する「矢板市福祉
タクシー利用券」の助成額は 500 円になりますので利
用の際は、ご注意ください。
問い合わせ／社会福祉課　☎（４３）１１１６

※福祉タクシーについては、料金改定がな
　いため助成額の変更はありません。
※本券の詳細については市ホームページを
　ご確認ください。 詳しくはこちら
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市からのお知らせ Yaita Information市からのお知らせ

　令和 3 年度に市体育施設の定期使用を希望する団体
の方は、次のとおり登録申請をしてください。
対象施設／
 ・市体育施設（市体育館、武道館、弓道場、日新・長井・上伊佐野体育館）
 ・市立小中学校開放施設（体育館、武道場、校庭）
資格／市内に在住・在勤・在学者が 10 人以上おり、年度内

に 6 カ月以上使用し、かつ、保険に加入している団体

登録申請／ 2 月 8 日（月）までに生涯学習課にある申請書
を提出後、次の調整会議に出席してください。

そのほか／市立小中学校開放施設の使用申込は、使用日
の 7 日前まで、市体育施設の使用申込は、使用日の 3
日前までの受け付けとなります。

申請・問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班
　　　　　　　　　☎（４３）６２１８

令和3年度市体育施設定期使用団体登録募集

【調整会議】　
日時 使用施設 場所

2 月18日（木）19：00～ 市体育施設（市体育館、武道館、弓道場、日新・長井・上伊佐野体育館） 生涯学習館  研修室（１）
2 月19日（金）19：00～ 市立小中学校開放施設（体育館、武道場、校庭） 生涯学習館  研修室（１）

市公営住宅および特定公共賃貸住宅入居者募集
　市営住宅および特定公共賃貸住宅の入居者を募集して
います。所得基準など、入居には条件がありますので、
お問い合わせください。なお、平成 30 年度より、中お
よび高倉市営住宅の募集は行っておりません。

申込・問い合わせ／
　施設管理公社（きずな館内）
　☎（４３）４６２０

【市営住宅】　　　　　　　　　　　　　　　　　　※上太田の一部および単身者の部屋は、現在満室のため予約待ちとなります。
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
上太田 H19 4F 13,600 ～ 39,500 円 1DK ～ 3LDK 

（エレベーター有） ○ ○ ○ ○ ○ 1 台のみ 2,000 円
石関 H1 ～ 3 3F 18,100 ～ 29,600 円 和室 3DK - - ○ ○ ○ 1 台のみ 2,500 円
乙畑 H5 ～ 10 3F 22,500 ～ 35,100 円 和室 3DK - - ○ ○ ○ 1 台のみ 2,500 円

【特定公共賃貸住宅】
場所 建築年度 構造 家賃 間取り シャワー 湯沸器 倉庫 共益費等 駐輪場 駐車場
乙畑 H8 3F 50,000 円 和室 3DK ○ - ○ ○ ○ 1 台のみ 2,500 円

詳しくはこちら

駐車場名および料金／

利用期間／ 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日
申込期限／ 3 月 12 日（金）まで
必要なもの／印鑑　※利用する車のナンバーをお知らせください。

そのほか／
 ・車庫証明は発行しません。
 ・申込者多数の場合、抽選となります。（市民の方優先）
 ・駐車場に空きがあれば、締切後も受け付けます。
申込・問い合わせ／施設管理公社（きずな館内）
　　　　　　　　　☎（４３）４６２０　

　【4月から市営片岡駐車場が利用できなくなります】
　市営片岡駐車場は 3 月 31 日をもって廃止となり
ます。4 月 1 日からは市営片岡駅東口駐車場が定期
でご利用いただけます。
問い合わせ／都市整備課　☎（４３）６２１３

駐車場名 料金 区画数
本町駐車場

（市武道館南側） 月 4,000 円／区画 41 区画

片岡駅東口駐車場
（片岡駅東側） 月 4,000 円／区画 15 区画

片岡駅西口駐車場
（片岡駅西側） 月 4,000 円／区画 25 区画

令和3年度市営駐車場定期利用申込受付中募集

市からのお知らせ Yaita Informationまちの情報掲示板 ～市内外の情報をお届けします～

　　令和 3 年 2 月号 25

市からのお知らせ

募　　集
働き方改革セミナー
日時／ 2 月 17 日（水）
　　　13：30 ～ 15：30
場所／那須野が原ハーモニーホール
　　　（大田原市本町 1-2703-6）
内容／第 1 部　基調講演「同一労
働同一賃金対応の働き方とは」

　講師：㈱ TMC 経営支援センター　
　　代表取締役社長　葛西  美奈子  氏
　第2部　パネルディスカッション
　パネラー：地域において先進的な
　　働き方に取り組む企業 3 社
対象／県内企業において働き方改革

を推進する立場の方（経営者、人
事総務担当者、推進担当者ほか）
定員／ 40 人　＊先着順
そのほか／受講料無料。申込方法な

どについてはお問い合わせください。
問い合わせ／大田原労政事務所　
　　　　　　☎（２２）４１５８

県立矢板東高校定時制課程生徒
～ “ 学び直し ” と “ 高校卒業資格 ” を目指して！～
学力検査日／ 3 月18 日（木）9：00 ～
※ 4 月 1 日現在で、満 20 歳以上の
　方は作文による受検も可能
定員／普通科 40 人（男女）
出願書類／
　入学考査料納付票、入学願書、受検票
※書類は中学校にあります。県外の

中学校出身者は矢板東高校に直接
確認してください。
出願方法／
　必要書類を出身中学校長を経由し

て提出してください。（調査書：必要）
※中学卒業後 5 年以上の方は、矢板東高校
　に直接提出してください。（調査書：不要）
出願期間／3月12日（金）～16日（火）
　　　　    12：00 まで
※郵送の場合は 3 月 12 日（金）必着
出願・問い合わせ／
　〒 329-2136　矢板市東町 4-8
　県立矢板東高等学校
　☎（４３）１２４３

お知らせ
COOL CHOICE とちぎ
　地球温暖化対策として
県 民 が 取 り 組 む べ き 15
の項目を、県ホームペー
ジで紹介しています。
　地球の未来のため、皆さんもでき

ることから取り組んでみませんか。
問い合わせ／
　県環境森林部地球温暖化対策課
　☎０２８（６２３）３２６２
　市くらし安全環境課
　☎（４３）６７５５

市民生活ガイドブックを配布します
　新しい行政情報・
観 光 情 報・ 医 療 情
報 な ど を 盛 り 込 ん
だ「市民生活ガイド
ブック」を、市内全
世帯に配布します。
ぜひご活用ください。
配布期間／2 月 1 日（月）～ 28 日（日）
配布方法／製作事業者である㈱サイ

ネックスが直接、各世帯のポスト
へ投函します。
問い合わせ／市秘書広報課
　　　　　　☎（４３）３７６４

栃木県の最低賃金
～必ずチェック！最低賃金 使用者も労働者も～
栃木県最低賃金（令和2年10月1日～）
　854 円（時間額）
特定最低賃金（令和2年12月31日～）

問い合わせ／
　栃木労働局労働基準部賃金室　
　☎０２８（６３４）９１０９

野生のきのこ・たけのこ・山菜
を採取・販売する方へ

●出荷制限区域外で採取したものは、
販売前の検査により安全性が確認
されることが必要です。また、県
で実施する放射性物質モニタリン
グ検査も利用できます。

●検査結果は県ホームページ「作物

別モニタリング」で検索できます。
●販売の際は、正しい「産地（市町

名）」と「野生」の表示を徹底し
てください。

●出荷制限については県ホームペー
ジ「出荷制限」で検索できます。 
問い合わせ／
　野生のきのこ・山菜について　　
　矢板森林管理事務所
　☎（４３）１４３９
　食品の安全について
　県北健康福祉センター　
　☎（２２）２３６４

伸びゆく子どもたちの作品展
期日／ 2 月 13 日（土）～ 16 日（火）
場所／東武宇都宮百貨店大田原店
　　　（大田原市美原 1-3537-2）
内容／県立那須特別支援学校児童生
　　徒作品および作業製品
問い合わせ／県立那須特別支援学校　
　　　　　　☎（３６）４５７０

福祉・保育のお仕事就職フェア・
冬（県域）
日時／ 2 月 20 日（土）
　第 1 部　13：00 ～ 14：10
　第 2 部　14：20 ～ 15：30
※ 2 部制になります。　
場所／とちぎ福祉プラザ
　　　（宇都宮市若草 1-10-6）
内容／福祉と保育の仕事に就きたい

方と求人事業所との相談会
※福祉と保育の仕事や資格の相談も

できます。
定員／各部 50 人　＊先着順
そのほか／要申込。申込方法などに

ついてはお問い合わせください。
申込・問い合わせ／
　栃木県社会福祉協議会　
　☎０２８（６４３）５６２２

多重債務相談窓口について
　借金の返済でお悩みの方は、国の
相談窓口をご利用ください。専門の
相談員がお話しを伺いますので、ひ
とりで悩まず、まずはお電話ください。
受付時間／
　月曜日～金曜日（祝日除く）
　8：30 ～ 17：00
＊相談無料。秘密厳守。必要に応じ
　弁護士紹介。
相談専用電話／
　財務省関東財務局宇都宮財務事務所
　☎０２８（６３３）６２９４

不用品登録情報 譲
り
ま
す

・スロージューサー

譲
っ
て
く
だ
さ
い

・ミシン問い合わせ／
　消費生活センター（くらし安全環境課）　
　☎（４３）３６２１ 詳しくはこちら

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

詳しくはこちら

特定最低賃金の件名 時間額
塗料製造業 965 円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具製造業 913 円
電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 913 円
自動車・同附属品製造業 920 円
計量器・測定器・分析機器・試験機・
測量機械器具製造業、医療用機械
器具・医療用品製造業、光学機械器
具・レンズ製造業、医療用計測器製
造業、時計・同部分品製造業

912 円

各種商品小売業 874 円

　

　原子力災害対策特別措置法に基
づき、放射性物質による出荷制限
区域で採取されたものは販売でき
ません。 
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